
イ・ウ-６借料及び損料

借料及び損料 イ/ウ-6
物資置き場・梱包会場、食品等の調達や家庭訪問のための車両等の
賃料・レンタル代など

※費用の合理性審査・精算事務の関係で本事業では原則、上記以外は対象外となります。

※不動産（物資置き場のための倉庫代/梱包会場に利用する事務室等）の一部を按分して、
計上することはできません。本事業のために賃借する場合のみ対象です。

・費目区分：「イ．管理運営経費」「ウ. 配送経費」のどちらで申請するか選択して下さい

・金額と使用目的を入力して下さい

　その他を選択した場合には、内容に使用目的を記入して下さい

※「イ．管理運営経費」「ウ. 配送経費」どちらの費目区分でも、借料及び損料を計上する場合には

　　　を押して入力欄を追加し、費目区分ごとに入力を行って下さい

  （入力欄を減らしたい場合には、　を押して下さい）


